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１－１．都市計画マスタープランとは？ 

都市計画では、土地の使い方や建物の建て方のルールをはじめ、まちづくりに必要な道路、公園、

下水道などの施設計画などを総合的に定め、“都市計画法”に基づいて運用されていきます。 

《都市計画に定められる事項》 
○適正な土地利用の規制・誘導 

○道路、公園、下水道、ごみ焼却場などの都市施設の計画、事業 

○土地区画整理事業、市街地再開発事業などの市街地開発事業 

都市計画マスタープランは、平成４年の都市計画法の改正の際に定められた制度で、各市町村が

都市計画法第 18 条の２に基づき「市町村の都市計画に関する基本的な方針」を策定することが義務

づけられています。 

都市計画マスタープランに定められる内容と特徴は、次のとおりです。 

●本市のまちづくりの理念や都市計画の目標 

概ね 20 年後の長期的な展望に立った「目指すべきまちの姿」を描き、その実現に向けた都市

計画の基本的な方針を示すものであり、まちづくりを総合的、計画的に推進するための指針と

なります。都市計画マスタープランには、法定都市計画以外のまちづくり手法も含めた総合的

な取り組みも定めることができます。 

●地域の特性を活かした計画づくり 

都市計画マスタープランは、市町村自らが策定するものであり、地域の特性を活かしていく

ことや固有の問題点に対応した計画づくりが求められます。地域分権型社会に移行が進みつつ

ある中で、都市計画制度の運用は、市町村自らの判断と責任を持って進める必要があり、その

ための重要な計画となります。また、個々の都市計画が決定・変更される場合の方向性、必然

性、根拠を示すものとなります。 

●市の全体構想と地域別構想 

都市計画マスタープランの構成は、市全体の構想と地域特性を十分に踏まえた地域別構想の

２つの計画で構成されます。 

●住民参加の計画策定 

策定にあたっては地域住民の意見、意向を取り込んでいくことが重要とされており、住民参

加によって計画を策定していくことが都市計画法に定められています。これによって、住民相

互が都市の課題や将来の方向性を共有することができ、具体の都市計画の実現が円滑に進むこ

とが期待されます。 

このため、本都市計画マスタープランの策定においては、計画策定の過程で、市民懇談会の

開催やアンケート調査を実施して意見や意向を伺い、さらに、これらのご意見をもとに策定し

た本計画素案を広く市民に公表して、意見を収集しています。 

●他の計画との整合性 

本市のまちづくりに関する構想、計画には、『登米市総合計画』『登米市国土利用計画』など

があり、これらの計画のうち土地利用や都市施設づくりの分野を都市計画マスタープランが受

け持ち、より方向性を具体化していきます。 
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また、本都市計画マスタープランに即して「緑の基本計画」や「都市交通マスタープラン」

など、個別の計画が整理されることとなります。ただし、都市計画マスタープランは、あくま

でも都市づくりの基本方針を定めるものであり、個別・具体の都市計画決定の詳細（土地利用

や建築物の制限の内容など）や事業計画（道路・公園・下水道の整備など）を定めるものでは

ありません。 
 

■ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２．都市計画マスタープラン策定の目的 

平成 17 年４月に登米郡８町と津山町を合わせた９町が合併して誕生した本市の土地利用などは、

合併前の旧町の総合計画や都市計画マスタープランなど、それぞれの町の関連計画によって指針が

定められています。したがって、これまで個別の町で定めているまちづくりの方針の整合を図り、

合併後の新市における指針を一本化する必要があります。 

以上の背景から、本都市計画マスタープランは、登米市総合計画、登米市国土利用計画などの本

市の上位関連計画等を踏まえ、市が具体的な将来像や土地利用、都市施設整備の方針を明らかにす

ることを目的に策定するものです。また、これにもとづき、「市民と行政が望ましい市の将来像を共

有すること」「地域にふさわしいまちづくりの方針を策定していくこと」など、本市の都市計画の総

合的な指針としての役割を果たすこととなります。 

登米市 
都市計画マスタープラン

（市町村の都市計画に関

する基本的方針） 

全体構想 

地域別構想 

都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針 
（宮城県都市計画区域 

マスタープラン）
即する 

本市の上位計画 
 

 

 

 
 

登 米 市 総 合 計 画

登米市国土利用計画

即する 

整合 

まちづくりの分野別の基

本計画 
○登米市都市交通マスタ

ープラン 
○登米市住宅マスタープラン

○登米市景観計画 

○登米市緑の基本計画 

○登米市環境基本計画 

○登米市地域防災計画 

整合 

各事業計画 
整合 

実現化方策 

《都市計画マスタープランの活用》 
 

 

 

 
 

都市計画の規制・誘導と都市計画事業 
 

 
土地利用規制・誘導 

◇都市計画区域、準都市計画区域 

◇地域地区（用途地域、特別用途地

区、風致地区等） 

◇地区計画等 

都市計画事業 
◇都市施設（道路、公園、緑地、下水

道、公益的施設等） 

◇市街地開発事業（土地区画整理事

業、市街地再開発事業等） 

市民・行政の協働 
◇地区のまちづくりルールの策定 

◇条例に基づく規制・誘導 など 



 ●3●

１－３．都市計画マスタープランの対象区域 

都市計画マスタープランの対象区域は、本市内の都市計画区域を基本としますが、必要に応じて

行政区域全域を含めるものとします。 

なお、本都市計画マスタープランは、本市が誕生して初めて策定される都市計画・まちづくりの

基本的な方向性を示す重要な役割を担っています。本都市計画マスタープランは、現都市計画区域

に止まらず、都市計画区域外に位置する地域についてもひとつの市の中での地域づくり・まちづく

りの方向性、望ましい地域の将来像を示すことに配慮したマスタープランの構成とします。 

■ 本市の都市計画区域 

都市計画区域名称 旧市町村名 範囲 規模（ha） 行政区域(ha) 
若柳都市計画区域 石越町 行政区域の一部 144 2,487 

迫都市計画区域 迫町 〃 677 7,027 

〃 中田町    〃 222 6,223 

登米
と よ ま

都市計画区域 登米
と よ ま

町    〃 539 4,567 

東和都市計画区域 東和町    〃 412 14,090 

〃 中田町    〃 120 6,223 

豊里都市計画区域 豊里町    〃 966 3,285 

津山都市計画区域 津山町    〃 600 6,814 

※旧南方町と旧米山町は都市計画区域が定められていません。 

※旧石越町は、隣接する栗原市（旧若柳町）と一体の都市計画区域です。 
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１－４．目標年次 

本都市計画マスタープランが目指す将来目標年次は、策定年次より概ね 20 年後（平成 40 年）と

します。 

ただし、各種統計データを用いる推計については、国勢調査の最新調査年次である平成 17 年を基

準としており、20 年後の平成 37 年を将来目標年次として算出します。 

 

１－５．都市計画マスタープランの構成 

本都市計画マスタープランの構成と策定の流れは、次のとおりです。 

 

■ 都市計画マスタープランの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 都市計画マスタープラン策定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの問題点と課題 

 

都市づくりの目標 
 ○都市づくりの理念 
 ○都市づくりの目標 
 ○都市づくりのテーマ 
 ○将来フレームの設定 
 ○将来都市構造 
 

 

分野別の整備・保全の方針 
〔全体構想〕 
 ○土地利用の方針 
 ○都市施設の方針 
 ○都市環境形成の方針 

 

地域別構想 

①迫地域  ②登米
と よ ま

地域 

③東和地域 ④中田地域 
⑤豊里地域 ⑥米山地域 
⑦石越地域 ⑧南方地域 
⑨津山地域 

 

整合 

 

実現化方策の検討 

第５章 

 

 

 

第４章 

 

第６章 

第２章 
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【市民意向把握】 
・市民意向調査 
・市民懇談会の開催 
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定 
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案 
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成

【庁内調整】 
・庁内策定委員会の
開催 

原 

案 

の 

作 

成

【意見聴取】 
・パブリックコメン
トの実施 
・市民懇談会の開催

案 

の 

決 

定

【手続き】 
・市都市計画審議会
の審議 
・市議会への報告 
・県知事への通知 
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